
2023 年９月吉日 

株式会社東邦システムサイエンス 

 

 

株式分割に関するよくあるご質問 

 

当社は 2023 年７月 31 日開催の取締役会において、株式分割、定款の一部変更、年間配当

の修正及び株主優待制度の変更を決議いたしました。 

本件につきまして、株主様よりお問い合わせをいただいております。 

そのなかでも、特に株式分割について多くお問い合わせをいただいております背景から、 

株主の皆様に、より深くご理解いただきたいため、「株式分割に関するよくあるご質問」を

ご用意いたしました。 

 

 

記 

 

Q１．株式分割を実施する背景と目的は何ですか？ 

本分割（株式１株につき 1.5 株の割合）により、投資単位当たりの金額株式を引き下げ、株

式の流動性を高め、当社株式の株式市場での売買をしやすい環境を整備するためです。 

 

 

Q２．資産の価値に影響を与えないのですか？ 

株式分割の前後で、会社の資産や資本に変わりはありませんので、株式市況の動向など他の

要因を別とすれば、株主様がお持ちの株式の資産価値が変わるものではありません。 

 

 

Q３．所有株式数が増加するということですか？ 

はい。ご所有の株式保有数は 1.5 倍になりますので、たとえば、6,000 株を保有されていた

場合、9,000 株となります。 

 



Q４．配当の割合はどうなりますか？ 

当社は、株主の皆様に対する利益還元は経営の重要課題と位置づけております。 

株式分割前の 1 株当たりの年間配当予想（2023 年５月 12 日公表）に換算いたしますと、 

60 円となり、予想配当金の 40 円から実質的に 20 円の増配となります。 

＜イメージ＞ 

 

出所：当社 2024 年３月期 第１四半期決算説明会資料（P．４） 

（https://www.tss.co.jp/ir/tabid/558/Default.aspx） 

 

 

Q５．株主は何か特別な手続きをする必要があるのですか？ 

株主様が当社やお取引先の証券会社に対して、特段のお手続きをお取りいただく必要はご

ざいませんが、Q６～Q１０の点にご留意いただけます様、お願い申し上げます。 

 

 

Q６．単元未満株とは何でしょうか？ 

株式分割後の 100 株未満の株式は単元未満株式となります。単元未満株式と単元株式との

間の大きな相違点は、単元未満株式については、取引所市場で売買できないこと及び株主総

会での議決権がないことです。単元未満株式についても、引き続き株式を保有し続けること

及び配当金をお受け取りいただくことは可能です。 

 



Q７．単元未満株の買取請求はできるのでしょうか？ 

はい。割当後の株式数（増加後）のうち、単元未満（100 株未満）の株式につきましては、

買取を請求いただくことができます。 

お手続きを希望される場合には、単元未満株式が証券会社等の口座に記録されている株主

様はお取引きの証券会社等へ、特別口座に記録されている株主様は特別口座の口座管理機

関（三井住友信託銀行株式会社）へ、それぞれお申し出ください。 

 

Q８．端数株とは何でしょうか？ 

端株とは、1 株に満たない端数の株式のことをいいます。単元株数を 100 株とした場合、単

元株・単元未満株・端株は次の通り、表すことができます。 

単元株≧100＞単元未満株≧1＞端株 

 

Q９．端数株の処分代金の取り扱いについて教えてください。 

株式分割の結果、１株未満の端数の株式が生じました株主様（※）には、端数株処分代金を

お支払いいたします。2023 年 10 月上旬に端数株処分代金に関する書類をご送付申しあげ

ます。 

※…対象の株主様には、本通知上に「１株未満の端数」が表示されております。 

 

Q１０．株式分割のスケジュール（概要）を教えてください。 

2023 年 7 月 31 日（月） 取締役会決議日 

2023 年 8 月 29 日（火） 現在の株価・保有株式数での当社株式売買の最終日 

2023 年 8 月 31 日（木） 株式分割の基準日 

2023 年 9 月 1 日（金） 株式分割の効力発生日（※） 

2023 年 9 月下旬 株主様へ、株式分割手続き完了のお知らせを発送 

2023 年 10 月上旬 株主様へ、端数株処分代金に関する書類を発送 

※…株式の分割により増加した株式数が、お取引口座のある証券会社等または特別口座を

管理する口座管理機関の振替口座簿に記録されることとなります。 

 

◆株式分割に関するお問い合わせ先◆ 

株式分割に関しましてご不明な点は、お取引の証券会社または下記株主名簿管理人までお

問い合わせください。 

＜株主名簿管理人・特別口座の口座管理機関＞ 

東京都杉並区和泉二丁目８番４号 

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

電話 0120-782-031 （フリーダイヤル） 

受付時間 9：00～17：00（土日休日を除く） 

以上 


